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規 則

　───────────────────────────────────────────────

告 示
栃木県告示第253号
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、次の土地改良区の定款の変更を認可した
ので、同条第３項の規定により公告する。
　　平成29年５月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土 地 改 良 区 名 認 可 年 月 日

栃 木 県 規 則 第 二 十 九 号

　 地 方 独 立 行 政 法 人 栃 木 県 立 が ん セ ン タ ー の 業 務 運 営 並 び に 財 務 及 び 会 計 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

を 次 の よ う に 定 め る 。

　 　 平 成 二 十 九 年 五 月 二 十 六 日

栃 木 県 知 事 　 　 福 　 　 田 　 　 富 　 　 一 　 　

　 　 　 地 方 独 立 行 政 法 人 栃 木 県 立 が ん セ ン タ ー の 業 務 運 営 並 び に 財 務 及 び 会 計 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る

　 　 　 規 則

　 地 方 独 立 行 政 法 人 栃 木 県 立 が ん セ ン タ ー の 業 務 運 営 並 び に 財 務 及 び 会 計 に 関 す る 規 則 （ 平 成 二 十 八 年 栃 木 県

規 則 第 三 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 六 条 中 「 地 方 独 立 行 政 法 人 栃 木 県 立 が ん セ ン タ ー 評 価 委 員 会 」 を 「 地 方 独 立 行 政 法 人 栃 木 県 立 が ん セ ン

タ ー 及 び 地 方 独 立 行 政 法 人 栃 木 県 立 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン セ ン タ ー 評 価 委 員 会 」 に 改 め る 。

　 　 　 附 　 則

　 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 保 健 福 祉 課 ） 　

栃 木 県 公 営 企 業 管 理 規 程 第 三 号

　 栃 木 県 公 営 企 業 財 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程 を 次 の よ う に 定 め る 。

　 　 平 成 二 十 九 年 五 月 二 十 六 日

栃 木 県 知 事 　 　 福 　 　 田 　 　 富 　 　 一 　 　

　 　 　 栃 木 県 公 営 企 業 財 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程

　 栃 木 県 公 営 企 業 財 務 規 程 （ 昭 和 三 十 一 年 栃 木 県 電 気 事 業 管 理 規 程 第 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 一 条 中 「 第 一 条 」 を 「 第 二 条 」 に 改 め る 。

　 第 百 十 七 条 第 二 項 中 「 前 項 」 を 「 第 一 項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 三 項 と し 、 同 条 第 一 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加

え る 。

２ 　 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 に 掲 げ る 場 合 に は 、 同 項 の 書 面 （ 第 一 号 に 掲 げ る 場 合 に あ つ て は 、 地 方 自 治

法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 二 年 政 令 第 十 六 号 ） 第 百 六 十 七 条 の 十 第 二 項 の 最 低 制 限 価 格 そ の 他 別 に 定 め る 事 項 が 併

記 さ れ る も の を 除 く 。 ） を 封 書 す る こ と を 要 し な い 。

一 　 一 般 競 争 入 札 の 執 行 に 当 た り 、 別 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 前 項 の 予 定 価 格 を 当 該 入 札 の 執 行 前 に 公 表 す

る 場 合

二 　 一 般 競 争 入 札 の 執 行 に 当 た り 、 別 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て 当 該 入 札 の 手 続

を 行 う 場 合

第 百 三 十 条 の 二 第 三 号 中 「 自 治 法 施 行 令 」 を 「 地 方 自 治 法 施 行 令 」 に 改 め る 。

　 　 附 　 則

こ の 管 理 規 程 は 、 平 成 二 十 九 年 六 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 営 企 画 課 ） 　
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荒 川 南 部 土 地 改 良 区 平成29年５月16日

───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第254号
　次の土地改良区から申請のあった新規土地改良事業の施行に関し、土地改良法（昭和24年法律第195号）第
48条第９項において準用する同法第８条第１項の規定により審査を行った結果適当と決定したので、同条第６
項の規定により公告する。
　なお、同法第48条第９項において準用する同法第８条第６項の規定により、土地改良事業計画書の写しを所
轄農業振興事務所において縦覧に供する。
　この公告に係る決定に対して異議がある者は、同法第48条第９項において準用する同法第９条第１項の規定
により、所轄農業振興事務所を経由して、栃木県知事に申し出ることができる。
　　平成29年５月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土 地 改 良 区 名 事 業 名 縦 覧 期 間 異 議 申 出 期 限 所轄農業振興事務所

小山市美田北部土
地改良区

小山市美田北部地
区土地改良（維持
管理）事業

平成29年５月29日から
同年６月23日まで

平成29年７月10日 下都賀農業振興事務
所

───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第255号
　次の土地改良区から申請のあった土地改良事業計画の変更に関し、土地改良法（昭和24年法律第195号）第
48条第９項において準用する同法第８条第１項の規定により審査を行った結果適当と決定したので、同条第６
項の規定により公告する。
　なお、同法第48条第９項において準用する同法第８条第６項の規定により、変更後の土地改良事業計画書の
写しを所轄農業振興事務所において縦覧に供する。
　この公告に係る決定に対して異議がある者は、同法第48条第９項において準用する同法第９条第１項の規定
により、所轄農業振興事務所を経由して、栃木県知事に申し出ることができる。
　　平成29年５月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土 地 改 良 区 名 事 業 名 縦 覧 期 間 異 議 申 出 期 限 所轄農業振興事務所

深津土地改良区 深津地区土地改良
（維持管理）事業

平成29年５月29日から
同年６月23日まで

平成29年７月10日 上都賀農業振興事務
所

小貝川中部土地改
良区

小貝川沿岸２期地
区土地改良（維持
管理）事業

平成29年５月29日から
同年６月23日まで

平成29年７月10日 芳賀農業振興事務所

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○平成29年度職業訓練指導員試験の実施
　職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号）第30条の規定により、職業訓練指導員試験を次のとおり実施す
るので、職業能力開発促進法施行規則（昭和44年労働省令第24号）第45条第２項の規定により公示する。
　　平成29年５月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　試験の区分
　学科試験のうち指導方法
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２　試験の科目
　職業能力開発促進法施行規則別表第11に掲げる免許職種について指導方法（職業訓練原理、教科指導法、
訓練生の心理、生活指導及び職業訓練関係法規）の試験を実施する。
３　受験資格
　職業能力開発促進法施行規則第45条の２の規定に該当する者であって、同令第46条の規定により実技試験
の全部及び関連学科試験の全部が免除となる者
４　試験の期日
　平成29年８月４日（金）午前10時00分～午前10時45分

５　試験の場所
　栃木県宇都宮市塙田１丁目１番20号
　栃木県庁舎本館６階大会議室２
※　なお、試験当日は試験開始30分前までに集合すること。

６　受験申請手続
⑴　提出書類
①　職業訓練指導員試験受験申請書
②　履歴書（受験申請書の裏面）
③　受験票・写真票
　申請前６ヵ月以内に撮影した上半身正面脱帽の写真１枚貼付（３㎝×４㎝の大きさで裏面に氏名及び
撮影年月日を記載したもの。）
④　試験の免除を受けることができる者であることを証する書類
⑵　書類の提出先
　〒320-8501　栃木県宇都宮市塙田１丁目１番20号
栃木県産業労働観光部労働政策課職業能力開発担当
※　郵送による場合は、書留郵便とし、封筒の表に「職業訓練指導員試験受験申請書在中」と朱書する
こと。

⑶　受付期間
平成29年６月５日（月）から同月16日（金）まで
※　郵送の場合は、平成29年６月16日の消印のあるものまで有効。

⑷　受験手数料の額
学科試験（指導方法及び関連学科）　3,100円

⑸　受験手数料の納付方法
　受験手数料相当額の栃木県収入証紙を受験申請書の所定の欄に貼付するものとする。
　なお、受験申請書受理後、手数料は返還しないものとする。
⑹　受験票の交付
　受験申請書を受理した後、受験票を送付する。

７　合格者の発表
⑴　合否判定の基準
　満点の６割以上の得点がある場合は、合格とする。
⑵　合格発表の方法
　平成29年９月１日（金）に合格者の受験番号を栃木県公報で公示するとともに、栃木県庁本庁舎掲示板
に掲示するほか、合格者宛て通知する。
　なお、栃木県のホームページにも、合格者受験番号を掲載する。
　ホームページアドレス（http://www.pref.tochigi.lg.jp/f06/work/koyou/shokunou/shidouinmenkyo.
html）

８　欠格者
　職業能力開発促進法第28条第５項の規定により、３に掲げる者であっても、次のいずれかに該当する者
は、試験を受けることができない。
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⑴　成年被後見人又は被保佐人
⑵　禁錮以上の刑に処せられた者
⑶　職業訓練指導員免許の取消しを受け、当該取消しの日から２年を経過しない者
９　その他
⑴　試験当日は、受験票及び筆記用具（黒ボールペン）を持参すること。
⑵　受験申請書は、栃木県産業労働観光部労働政策課、各県立産業技術専門校、各県民相談室及び栃木県職
業能力開発協会等において配布する。
⑶　試験結果の簡易開示
　栃木県個人情報保護条例（平成13年栃木県条例第３号）に基づき、合格発表の日から１ヶ月間、試験の
得点を開示する。希望する場合は、受験者本人が自動車運転免許証等本人を確認できるもの及び受験票又
は合格通知を持参すること。（受験者本人に限る。代理は不可）なお、電話による開示には応じない。

　　　○　開示実施場所：栃木県産業労働観光部労働政策課
　　　○　開 示 期 間：平成29年９月１日（金）から同月29日（金）まで
⑷　問合せ先
〒320-8501
栃木県宇都宮市塙田１丁目１番20号
栃木県産業労働観光部労働政策課職業能力開発担当
℡　028-623-3238

（労働政策課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○公共測量の実施
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、宇都宮市長から
公共測量を実施する旨通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により次のと
おり公示する。
　　平成29年５月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
公共測量（基準点測量）

２　作業地域
宇都宮市平松本町、東峰町

３　作業期間
平成29年３月16日から同年８月７日まで

（監理課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○都市計画変更図書の写しの縦覧
　芳賀町が都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第19条第１項の規定によ
り平成29年５月17日に変更した、宇都宮都市計画市場の関係図書の写しを同法第21条第２項において準用する
同法第20条第２項の規定により、栃木県県土整備部都市計画課において縦覧に供する。
　　平成29年５月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○都市計画変更図書の写しの縦覧
　芳賀町が都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第19条第１項の規定によ
り平成29年５月17日に変更した、宇都宮都市計画と畜場の関係図書の写しを同法第21条第２項において準用す
る同法第20条第２項の規定により、栃木県県土整備部都市計画課において縦覧に供する。
　　平成29年５月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
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発 行 人　　栃　　　木　　　県 〒320-8501 宇都宮市塙田１丁目１番20号　販売価格１か月3,080円
印 刷 所　　株式会社松井ピ・テ・オ・印刷 〒321-0904 宇都宮市陽東５丁目９番21号　（消費税、地方消費税及び送料を含む。）

（都市計画課）　
　───────────────────────────────────────────────

企 業 局

　───────────────────────────────────────────────

栃 木 県 規 則 第 二 十 九 号

　 地 方 独 立 行 政 法 人 栃 木 県 立 が ん セ ン タ ー の 業 務 運 営 並 び に 財 務 及 び 会 計 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

を 次 の よ う に 定 め る 。

　 　 平 成 二 十 九 年 五 月 二 十 六 日

栃 木 県 知 事 　 　 福 　 　 田 　 　 富 　 　 一 　 　

　 　 　 地 方 独 立 行 政 法 人 栃 木 県 立 が ん セ ン タ ー の 業 務 運 営 並 び に 財 務 及 び 会 計 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る

　 　 　 規 則

　 地 方 独 立 行 政 法 人 栃 木 県 立 が ん セ ン タ ー の 業 務 運 営 並 び に 財 務 及 び 会 計 に 関 す る 規 則 （ 平 成 二 十 八 年 栃 木 県

規 則 第 三 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 六 条 中 「 地 方 独 立 行 政 法 人 栃 木 県 立 が ん セ ン タ ー 評 価 委 員 会 」 を 「 地 方 独 立 行 政 法 人 栃 木 県 立 が ん セ ン

タ ー 及 び 地 方 独 立 行 政 法 人 栃 木 県 立 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン セ ン タ ー 評 価 委 員 会 」 に 改 め る 。

　 　 　 附 　 則

　 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 保 健 福 祉 課 ） 　

栃 木 県 公 営 企 業 管 理 規 程 第 三 号

　 栃 木 県 公 営 企 業 財 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程 を 次 の よ う に 定 め る 。

　 　 平 成 二 十 九 年 五 月 二 十 六 日

栃 木 県 知 事 　 　 福 　 　 田 　 　 富 　 　 一 　 　

　 　 　 栃 木 県 公 営 企 業 財 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程

　 栃 木 県 公 営 企 業 財 務 規 程 （ 昭 和 三 十 一 年 栃 木 県 電 気 事 業 管 理 規 程 第 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 一 条 中 「 第 一 条 」 を 「 第 二 条 」 に 改 め る 。

　 第 百 十 七 条 第 二 項 中 「 前 項 」 を 「 第 一 項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 三 項 と し 、 同 条 第 一 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加

え る 。

２ 　 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 に 掲 げ る 場 合 に は 、 同 項 の 書 面 （ 第 一 号 に 掲 げ る 場 合 に あ つ て は 、 地 方 自 治

法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 二 年 政 令 第 十 六 号 ） 第 百 六 十 七 条 の 十 第 二 項 の 最 低 制 限 価 格 そ の 他 別 に 定 め る 事 項 が 併

記 さ れ る も の を 除 く 。 ） を 封 書 す る こ と を 要 し な い 。

一 　 一 般 競 争 入 札 の 執 行 に 当 た り 、 別 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 前 項 の 予 定 価 格 を 当 該 入 札 の 執 行 前 に 公 表 す

る 場 合

二 　 一 般 競 争 入 札 の 執 行 に 当 た り 、 別 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て 当 該 入 札 の 手 続

を 行 う 場 合

第 百 三 十 条 の 二 第 三 号 中 「 自 治 法 施 行 令 」 を 「 地 方 自 治 法 施 行 令 」 に 改 め る 。

　 　 附 　 則

こ の 管 理 規 程 は 、 平 成 二 十 九 年 六 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 営 企 画 課 ） 　

　


